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は じめ に

平成6年の国連総会において、平成 7年からの10年間を 「人権教育のための国連10年」とす

ることが決議されました。これを受けて我が国では、平成 9年に 「人権教育のための国連10年」

に関する国内行動計画を取りまとめ、人権教育の積極的な推進を図り、一人一人の人権が尊重

される豊かでゆとりのある人権国家の実現を目指すこととしております。

学校においても、児童生徒の人権を尊重し、一人一人を大切にする教育の一層の推進が求め

られております。これまで多くの教職員によって、人権尊重の教育が推し進められてきており

ますが、昨今、学校における子どもの人権を侵害する体罰やセクシャル ・ハラスメントが問題

になっております。これらの問題は、教職員と児童生徒の温かい人間関係を瞬時に崩してしま

うものであり、人権の尊重を基本理念に人格の完成を目指す学校教育においては、決して行わ

れてはならないものです。

また、社会的に人権意識が高まるなかで、教師による児童生徒への体罰等についての批判は

一層強いものとなっており、児童生徒の人権を尊重する生徒指導の取り組みがますます必要に

なってきております。

県教育委員会においては、先に教職員の人権意識やモラルの高揚を図ることをねらいとして、

『信頼される教職員をめざして一人権ガイドブックー』を作成し、全教職員に配布したところ

であります。

この度、更に、体罰やセクシャル ・ハラスメントの問題等に対する考え方と具体的事例やそ

の対応を内容とする本冊子を F子どもの人権を守るために』というタイトルで作成いたしました。

本資料の発行の趣旨を十分にご理解いただき、人権ガイドブックと併せて校内研修等で活用

され、児童生徒一人一人を大切にした教育が一層推進されることを心から期待しております。

平成 14年 3月

沖縄県教育庁県立学校教育課

課 長 仲 宗 根 用 英
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ェ 人権教育を進める意義とねらい

(1)人 権教育を進める意義

0 必 要性

これからの社会は、情報化、国際化、高齢化などにより、あらゆる機会や場面で、様々

な人権問題が起きることが予想されます。また、本県でも、依然として女性差別、児童

の虐待、障害者の問題などの人権問題が存在しており、学校においては、いじめ、不登校、

あるいは体罰など子供の人権をめぐる問題が生じています。

将露9彗馳1矯覇鉗其i離期即熙築醜鷲釧球燿鱒辮聯

② 課 題

人権に関する主な課題としては、次のものがあげられます。

1子 供に関する課題

‖戯必V稼齢増煤1落1鞣1象‖規iヨ麟着虐審4営1鴻雰蕗あ灘当営撃単覚豊―黙'〕挟泌地盤
措14常1器管1驚101界1憔141聯I,41FrHH導盛淋和黙龍.I学勢i夢髯i韓諄4111,I

3障 害者に関する課題

越離搬腿蠅竪無野伊u癖辞辞抑R4嘲欝露辮甜禦尊計

2女 性に関する課題

鞘鵜基お麟纂瓢牌邪弟諜蠅i鞘雷動纏離期y蟹醜

― - 1 -



4高 齢者に関する課題

逹碧黒辞鴻驀麟Ⅷ 著翼韓騨ユi藩基赫奮藩愁器慈議i韓懇酪路糀森馨滅藤む
驚泌整Fl」い簡議単1熱護選繋堺1盟博離碧鴻鵜誤必1渫避離継譲鵡 tj逃i離撫懇ミi迷連鶴遭
終譜鵡とヽ選彗毒tOr報愁I

(2) 人権教育を進めるねらい

0 ね らい

② と らえかた
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0 教 育内容

2 人 権教育を進めるための教職員の意識

(1)子 どもの人権への配慮を欠いた事例

日常の指導において、教師の何気ない言動が子どもの人権を侵害していることがあります。

など
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(2)教 職員が、子どもの人権への配慮を欠いた言動をとる要因と対応

教職員が、子どもの人権への配慮を欠いた言動をとる要因として、学校という特別な

環境や教職員の指導観、教育観などが強く影響していることが考えられます。

学校という特別な環境から 教職員の指導観、教育観から

1飴獣

閉ざされがちな環境

③
＝
………‐
―
‐
――………………
……‐……‐‐‐‐‐……０
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(3)教 職員の人権意識を見直すための観点

教職員の人権意識を見直すためには、子どもの指導や文書の作成 。管理などにかかわる

こと等、いろいろな観点から教職員同士で積極的に問い直すことが必要です。情報化が進

行する中で新たな配慮も求められています。

MIⅧ 鰯暫1結 辮Ⅷ戦辮棚|‖‖
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亀 称 連‖比:絡ヽ工士発 歯 容ぶi

て ぃ る る 相 談 室 098‐868‐4010 女性が直面する様々な悩みや問題を解決し
ていくために、相談を通してお手伝いする。

談
話

相錯
電

被罪

用

ＥＸ
９性

専
098‐868‐0110

女性の専門員が対応し、被害者のニーズに

即した支援を行う。

強姦救援センター・沖縄 098‐879‐7071
性暴力の被害にあった女性や子どもに対する
心身救援活動。

障 害 者 1 1 0 098“835‐6996
障害者及びその家族等の抱える各種問題に
関する相談に応じる。

沖縄県中央児童相談所 098‐386‐2900
児童の福祉に関するあらゆる問題について
受け付けている。

沖縄県コザ児童相談所 098‐937‐0859
児童の福祉に関するあらゆる問題について

受け付けている。

コ:|ど工』11家‖庭 謝ヽドI,10 1098Ⅲ81810188i00:熙1撃離雛纏翻鞠1麟扁

沖 縄 県 女 性 相 談 所 098‐854‐1172
女性の色々な悩みに関する相談を受け付け
ている。

学ヽど1慰駅i罐〔J∬彗i懇
解帯尋旱ミ〔ぐ郷 鞘    専 熙李卸1需利,

女性の人権ホットライン 098‐853‐1102
夫や恋人からの暴力、職場等におけるセクシ

ャル・ハラスメント、ストーカー行為など女性の

人権に関する相談を24時間体制で受付。

沖縄県地域福祉権利
擁 護 セ ン タ ー 098‐867‐1471

在宅の痴果症高齢者、知的障害者、精神障
害者など判断能力が不十分な方々を対象に、
福祉サービス利用の援助やそれに付随する
サービスを行う。

沖縄県運営適正化委員会 098‐860‐2866
福祉サービスの苦情について、当事者間で

解決困難な事例や直接事業者に申し出にく
い事案等の解決を図る苦情相談窓口。

合

一

総

タ

艦

ン

一局

セ鰈
談

沖

相 098‐869四〇110
高齢者及びその家族等の抱える保健、福祉、
医療等についての相談。

人権に関するお問い合わせ一覧
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子どもの人権と体罰



子どもの人権と体罰燃
帝: : i l l l
! | , I I

1 体罰の実態～これまでの事例～

☆ 反 抗的な態度をとった生徒が、体罰によリー時的に教職員に従ったとしても、生徒

の心は傷つき、別の機会に再び反抗するかもしれません。

☆ こ の事件の場合、単に体罰としてだけでなく、暴行罪あるいは傷害罪が成立する可能

性があります。これらは被害者の訴えがなくても犯罪となります。

rr■,|,,■||=|十■fイ ●=|■l=,P千'IP rifl千「IP 4■FF,

I人の髪を切うたり痛1うたりす.る行1冷■|

1肩1榔して主間に転落き,る行為||

■同1行を拒―否するのに手をつ|か|ん|で引

||む装必存為|イlⅢⅢⅢ ⅢIIIII∵|
l毅歩1手前|をめれWサ棺毅石する行為||II

輩i■1■■lilil■■iliii―i■ir ■111lrti`と!!」ど!1■̀よ!:!!!II!!iとll」rさ:モ|」!Ⅲこ!:|!!!1■丁

☆ 集 団指導を厳しく指導する教員にありがちな事例です。どのような理由があろうとも、

なぐったことは体罰になり、自ら指導力の限界を示 したことになります。

さらに、何の理由も聞かずに、 「出なくていい。帰れ」のような暴言を受けた子ども

の心には大きな傷が残ります。集合時刻に遅れた現象面だけを捉えるのではなく、その

行動の原因や背景を理解して指導できるような心のゆとりが欲しいものです。

暴1,llLI岱隼審1中絆辞傷守が本者い
. ■| 1 1 ' | ■■| | ■● | |  | ●I  I I ` ! 4 ■Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ●I

r i l  ―. ■i ! | ●
| l l ■

  ―|  ―
■ ●

I I I  I ●● |

■打―撲|ぷ|ど11“|よな充血↓1灌:翔色1傘t

i内出IMI慧|ど,|‖|IIIII‖‖“|

鎌4鐵獄;嘉言iまど‖と馨ユl!
. ■I I I I I t ●■ⅢⅢ ⅢⅢⅢⅢⅢ●ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ●■●■■ⅢⅢⅢⅢⅢ■●ⅢⅢI I ●I I I I I I

軒ド争1驚ゆ|やめ導衆" 市ヽ娼―雖|ヨ‖繭辣獣淳ヽII

減思必ず1学事搭顔苦送|ガ1箇麟お|も11'こ狩算血

| | | | 十
1 1 ' | : ‖

‖‖i ‖‖| ‖‖1 ,    ‖

く事例 2)

根穏猛肥4蟄a繍ど1灯Ⅷ耳―綿1躍瓢辮辮諄諄懸
鍵亀撮と曇琳撒聾:―ユ】学命線髯髯諷嘉壌墨材恙稼猾―E―激韓と離,中
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☆ 小 学校の低学年の児童を長時間立たせれば、ほとんどの人は肉体的苦痛を感 じます。

明らかに体罰であると判断できます。

☆ 宿 題の忘れを反省させるために立たせることには、指導の必然性が見いだせません。

このような指導で子どもの積極的な学習意欲が生まれるとは考えられません。子どもが

自ら学ぶ意欲を育てるような手だてを考える必要があります。

こんな指導をしていませんか

普段の何気ない教職員の行為が、児童生徒の心を傷つけることがあります。

○忘れ物をしないよう子供の手にマジックで書かせる。

○居眠りしている子どもにチョークを投げつける。

O掃 除を怠けた生徒 をつねる。

,〕

丁j
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2 体 罰が起きる背景と教職員の心理

(1)体 罰が起きる背景

0 根 強く残る 「愛のむち」教育論

教職員の体罰禁止については、法規にも規定されているにもかかわらず後を絶たない。

その背景には、教職員にも社会や保護者の間にも、 「愛のむち」教育論が根強く残ってい

るからだと思われます。しかし、ほんとうに子どもは 「愛のむち」として受け止めている

のでしょうか。

② 学校や教員に対する地域や父母の過度の期待

「I:;骨二昔黒母Itti雛母曾粟名
権聰辞魏敏|1髯Iと爾逮i
学校が地域や家庭との連携を強め、教職員が地域の人々や父母の声に耳を傾けることは

望ましいことです。しかし、結果を出すことに対して期待が強 くなりすぎると、時に精神

的に追い込まれ、体罰を誘発することにつながることもあります。

0 学 校内の不十分な協力体制

学校の指導体制や教職員間の協力体制が不十分だと効果的な指導ができないばかりか、

お互いにス トレスがたまり、その 「あせり」から体罰をおこさないとも限らない。お互い

に充分に話し合い、共通理解をして指導することが大切です。

- 9 -



(2)体 罰が起きる教職員の心理

体罰は、教育熱心な教員、指導に自信がない教員がおこしがちだと言われます。教育熟    |

心な教員の中には、自分の指導法を過信するあまり、自分の考えを子どもに押しつけよう    |

とする人がいます。また、自信のない教員は、周囲の評判を気にするあまり、早く教育効    |

果をあげようと焦り、心のゆとりをなくしてしまう場合があります。

そこで、子どもが反抗したり、日答えをするとついカッとなって体罰を加えてしまうこ    |

ともあります。

0 自 分の指導法に対する通信

指導に当たっては、情熱もって行い、教育的な配慮と柔軟な考え、子どもの目の高さか

らものを見る姿勢が大切です。さらに、指導上の問題があれば、自分一人で抱え込まず、

校長をはじめ同僚と協力しながら解決することが大切です。

② 自分の指導法に対する自信のなさからくる 「あせり」

子どもとの信頼関係を大切にし子どもの理解に努めながら、あせらず、じっくりと指導

することが大切です。

教職員自身の日標に向かって努力する真摯な姿は、子どもたちの心に響くものです。

-10-



体罰が起きやすい学校の雰囲気と教職員の意識

生徒指導の場において

(1)体 罰がおきやすい学校の雰囲気、教職員の認識

(2)体 罰 を加 える教職員の心理

教職員は、子どもたち一人一人に 「よりよくあってほしい」と願っています。特に、生

徒指導に関しては、社会の一員として生活する上で重要であるという認識から、子どもの

行動の一つ一つが気になります。

問題行動があらわれると、早 くなくしたいと一生懸命になります。こういうとき、自分

の指示に従わなかったり、生徒が反抗的な態度を示すと教員としての権威や自尊心を傷つ

けられた気持ちになり、自分の感情をコントロールできなくなり、衝動的に体罰を加える

ことが多いようです。

(3)体 罰を起 こさないために心がけること

教職員がまず、自分自身の内面を見つめることから始めることが大切です。子どもの一

人一人のよさを確かめ、子どもの心からの声を聞く姿勢を持つよう努めることが重要です。

子どもの問題行動は、子どもの成長期に起こり得るもの。生徒が援助を求めているサイ

ンだととらえる心のゆとりをもつことが大切です

‖範離θ§鑢鱈Jt燃簸B穏ユ朝麟繁魏と翅鰈4傘鷲鷲
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部活動の場において

(1)体 罰がおきやすい部の雰囲気、顧間の認識

(2)体 罰を加える教職員の心理

「勝ちたい」とか 「いい発表をしたい」などの気持ちは、子どもにしろ指導者にしろ誰

でもほとんど持っています。その気持ちがあるから苦しい練習にも取り組めると言えます。

その気持ちが極端に強くなると、 「できないのは、言ったことを守らなかったからだ」

とか 「練習が足りないからだ」と考えてしまう。また、結果を急ぐあまり、 「自己中心的

な行動や態度は絶対に許せない」という思いが強くなって体罰を加えてしまうことがあり

ます。

さらに、指導者のプライドを傷つけられたとき、自己を否定された気持ちになって、憤

りを感じ体罰を加えてしまうことがあります。

(3)体 罰 を起 こさないために心がけること

部活動の指導者は、子どもたちの大きな夢と希望を育む支援者となるために、勝利至上

主義を克服 し、子ども達との望ましい人間関係を作りあげる努力をして、誇りを持って指

導に取り組んでほしいものです。

と1極と錘gご曇蔦slこ必ヨi彗鶏翻轟蝶魏襲華導鞘雄彗邁鶉榊辮
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4 体 罰から生じる子どもへの影響日

体罰が引き起こす問題は、体罰を受けた子どもだけでなく、周りにいる子ども達をはじめ、

保護者や地域にも大きな影響を与えるものです。

幕1常範筆鶴鸞影鴛‖

「子ども同士の人間関係」への影響

体罰を受けた子どもだけでなく、 周 り1ことヽる子どもにも、価値観の変化や力で解決

する風潮を生じるなど影響を及ぼし、子ども同士の人間関係に歪みを生じさせます。

「心」への影響

体罰は、子どもに肉体的 ・精神的な苦痛を与えるだけでなく、心の傷として長

く残り、屈辱感を持たせたり、自尊感情を低下させるなど心の成長を阻害 します。

「学習面」への影響

体罰は、子どもの学校生活や家庭生活において、特に学習への意欲や集中力の

低下を引き起こすなど、学習面に大きな影響を及ぼします。

「子どもと教師の人間関係」への影響

子供の教員に対する信頼を損なわせ、 体 罰を行った教師だけでなく教職員全体に対

する見方や接し方に変化をもたらす等、子供と教職員の人間関係に影響を及ばします。

驚保護碧Ⅲ〕地域1外|り1影響1舞

「保護者」への影響

たった一度の体罰により、 子 どもや保護者から信頼を失い、 教 職員に対する不信感

を増長させ、学校の様々な取組みへの信頼が崩れ、学校の教育活動に支障が出ます。

「地域社会」への影響

地域社会で体罰に対する風評が立ち、 学 校の教育方針や指導体制についての不

満や不信感を生じさせ、学校の良さやこれまでの教育の成果が理解されにくくなります。
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手4,11'il,「"昇,1,li「li「■4'J帯:

体罰のない学校をつくるために、教職員が〃苫がけること

(1)子どもとの信頼関係を築三功lillli{打禅弾il韓,,141ilii111
体訂1棄黎1勢1奪無1報尋博筆1尉鷹IJ鵡lr帯碁岬КI#1教i麟景畢1訴醤鞘lη黙爾翼係の:4111ド:

‖,瑯η草騨単精薄紳4静軒―猟薫η:建:鞘剣酎総4�偉魏即講報簗鮒駐燃蝋士f●●と,■|II寺′と七|↓|``|と'こ|`七|`!|と'どこ|↓'ど|`〔と'と|■|↓|卜■1士!1■tこと|ヽ

嘲畑蠅朋騨写耳↑141↑1卸¬帥介毎耳

体罰は、子どもの人権及び人間としての尊厳を損なう行為であり、子どもと教職員の信

頼関係を根底から崩すものである。

① 長 期的な視野に立って、子どもの成長を願う心の余裕を持ち、子どもの話をじっくり

聞き、時間をかけ根気よく指導して子どもとの信頼関係を築く。

② 結 果や現象面だけで判断するのではなく、本人を取り巻く環境や人間関係、家庭や学

校生活の状況などにも日を向け、その原因と背景を的確に見極め適切な指導を行う。

③ 子 ども一人一人の考え方や個性の違い等を尊重し、 「見守る」 「支える」 「認める」 「励

ます」という立場に立ち、子どもとの心の触れ合いを積み重ね、よりよい関係を築く。

.|「|:,T,1二|,|,F,;〒||lilミニ、liFI;早 (2)教 職員一人一人が人権意識を高めよう

■̀」どと」どⅢと̀l」lit」!とと甘とを111七111!!!|と|工!“!!」I:」I手す」」とと!どF↓」と̀rit!と̀甘:`」とよ!ど:!∴:!工ととと」と七!!!Ⅲ:!:IIIIユぢ=」IIど甘!工す

教職員一人一人が、体罰は子どもたちの人権を侵害する絶対に許されない行為であり、

教育の放棄を意味することだという自覚と認識を深める必要があります。

① す べての教職員が、人権を侵す体罰、侮蔑的な言葉、不公平な取扱い等をなくすこと、

差別や人権侵害を的確に見抜くことができる人権感覚や人権意識を身につける。

② 日 々の教育実践を人権尊重の視点に立って点検するとともに、子どもに対しても公平

に接し、一人一人の良さや違いを認め尊重する教育を実践する。

,「T111,I二:IF;11 (3)子 どもとともに学ぶための指導技術の向上に努めよう :|,li,「,::・.

き 諜影鸞慈尊鮎捨 甘尊儲建鯵馘守‖尊#
子どもたちは、 「楽しく学びたい、分かりたい」という思いで学校に来ています。しかし、

学習に困難を感じたり、つまずいたりしている子どもも少なくありません。

何よりも 「分かる授業」への改善と指導力の向上に努めることが大切です。

① 子 どもの学習のつまづき等の原因と背景を的確に捉え、子どもたちが自主的、意欲的

に取り組みむことができるよう指導や支援の在り方を創意工夫する。

② 子 どもの発達段階と実態に即したきめ細かな指導や支援に努め、子どもが意欲的に

学ぶ学習活動の充実に向けて指導力の向上に努める。
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体罰のない学校をつくるために、学校に求められること

:鵜翻:‰稲Ⅷ鰯ⅧⅧⅧ難§罵部難専叫 」:1とを:`=ⅢとこIi子ドさ→Iをとを七1導よ苦lri!とiュざと|とⅢⅢlIととさ11と!子ど」と41tl」とi

体罰のない学校をつくるためには、すべての教職員が体罰否定の指導観に立ち、人権尊

重の精神を買 く教育の推進に向け、教職員の共通理解を図り、指導を徹底 していくことが

大切です。

① 人 権尊重の具現化に向けて重点目標の設定や、学校経営案、学級経営案等の具体的な

方針や指導計画を明確にする。

② 人 権教育を学校におけるすべての教育活動を通 して組織的 ・計画的に推進するため、

一切の人権侵害や差別をしない 。許さない子どもの育成をめざす教育を、人権教育の基

底に据えて、全教職員で積極的な推進に努める。

③ 学 校における人権尊重の教育を推進 していくため、教職員の人権教育研修を年間研修

の中に位置付け、主体的な研修の推進と充実を図る。

耳iIIIiF,,1,,,,ili〔F11,,F,1 (2)一 貫した指導体制の確立に努める

}‖ド佃軒|の1教職員勢�苫を開:き‖惰1己の1教育実1践の脳|み|や不要彗那 1出'さ熟13憾獄必1基

鞘申淋鴛帯鉢1器緯蝶幣―癖―猟ど1貴した発導体前を確笠耳斜‖‖‖‖‖‖‖-11荘
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ヽ
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体罰の根絶を図るためには、すべての教職員が、 「体罰をしない、させない、許さない」

という共通理解を図り、学校全体で組織的な連携や指導ができるよう一貫した指導体制の

確立に努めることが重要です。

① 教 職員研修等を通して、体罰によらない生徒指導の在り方の研究に努め、不適切な指

導や体罰の疑いがある指導に対して、教職員相互に点検できる環境づくりに努める。

② す べての教職員の意見が反映できるように、研修会や情報交換会等の持ち方や運営方

法を工夫する。

③ 日 頃から学習活動や生徒指導に対して教職員間や学級及び学年間の情報交換を密にし、

子どもたちの願いや思いを共感的に受け止めるなど、開かれた学級や学校づくりに努める。

④ 子 どもが何でも気軽に話せる環境づくりに努め、悩みや不安が潜在化、深刻化しなよ

うに留意するとともに、子どもの人権 ・プライバシー保護に十分留意する。
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体罰をなくすため、家庭や地域社会との連携を図ること

黙i二:ミS導
連携を密にし、相互の信頼関係や指導の在り方等を確認する 「=,4Fi■,,

轟義攀撻鰯 籍碁灘透     羹繋襲1鵜譜1機,鍵醤秘磐慈繋藤:ぶ難棚 鞍縛紺H:
●!::そ4

華:鰈翻1灘観鶴鵡鞘鶴舗鐸熱魏離鵜 群碁:毒::鞘離4離珊墨さ囃灘爾琵聾髯聟詳望聾尊露Ⅷ :妊軍肇望章葺4:逹1とと1弾灘雛難さ::Xi:::11::こ!illF

保護者の一部には、教職員に対して体罰もいとわない厳しい指導を求める人もいます。

このような声を教職員が安易に受け止めて短絡的に体罰を加え、子どもの人権を侵すこと

があってはなりません。

① 保 護者や地域社会に対して、教職員と子どもとの信頼関係に基づく 「体罰を許さない

教育」について、その教育的意義や重要性を継続的に啓発する。

② 保 護者や地域社会との情報交換や意見交換会、学級懇談会等の機会を増やすとともに、

人権教育に関する学校の教育方針や教育活動について明確にし、理解と協力を求める。

③ 学 校は地域の一員であるという認識に立って、保護者や地域住民が、いつでも学校を

訪間できる環境整備に努め、開かれた学校づくりに努める。

④ 生 徒の実態、学校や地域の実情を踏まえ、学校 ・子ども・保護者 ・地域の連携のもとに、

学校のきまりや生徒心得などの見直しを行う。
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斑と韓セクシヤル ・Aラ ス■ント

1  学校におけるセクシャル ・ハラスメント

学校におけるセクシャル ・ハラスメン トには、教職員間、教職員と児童生徒、教職員と

保護者、児童生徒間に起こる4つ の形態があります。

学校におけるセクシャル・ハラスメントとは 肺

幹整:籍必|る娯ⅢⅢ

セクシャル ・ハラスメントは、基本的人権に関わる大きな人権侵害であり、被害者にと

っては身体のみならず、心の中にも大きな傷として長く残る重大な犯罪です。

特に、教職員による児童 ・生徒へのセクシャル ・ハラスメントは(大 人と子ども、指導

する側とされる側という、児童 。生徒にとって逃げ場のない状況下で発生する浴けに、児童 ・

生徒の心を著しく傷つけ、その後の成長に避けがたい影響を与えるものです。

2 セ クシャル ・ハラスメントの事例

(1)性 的な関心や欲求に基づく場合

Ⅲ③4

1②苺

l④雰
| I Ⅲ: Ⅲ: : : ` : | |

こ⑪4

::観|

0ヽ1

,建1

鰺ヽキ

l③→

ド《E募翠
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(2)性 別による差別 。固定的役割分担の意識に基づく場合

学校におけるセクシャル ・ハラスメントの防止

学校におけるセクシャル ・ハラスメン トを防止するための最重要な課題は、被害を受け

た児童 ・生徒の心の痛みや深刻な悩みについて、一人一人の教職員が自らの問題として受

け止める感性と人権意識を身につけることである。

(1)教 職員が,いがけるべき基本的なこと
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(2)学 校に求められていること

0 校 内体制の整備

Ⅷミミ欝苺霊帥彬慧謝辞;

② 教 職員研修の実施

'鉄懇賞協ヽ催場I馘将ウ"‖,‖,1抹1歳耕11'Hち
| |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I I I I I I I I I I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ‖| | | | | | | | | ‖‖‖‖|

述 蓋 1,ミ湘 ,ミ尊離報 |

0 児 童 。生徒に対する教育の実施

4 問 題とされる事象が起きた場合の対応

被害者及びその関係者から申し出があった場合、学校はまず校内組織の中の相談窓口を活用 して、

被害者の救済と心のケアに努めるとともに、被害者のプライバシーを守るなど人権に十分配慮 しながら、

速やかに問題の解決を図るよう努めなければならない。
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(1)相 談にあたっての被害者への対応

(2)校 内の指導体制の強化と関係機関との連携
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